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(57)【要約】
【課題】蛍光試薬による蛍光状態が限られた時間であっ
ても、癌の分布状態を把握し、切除する癌の部位の優先
順位を策定することができる医用画像処理装置および内
視鏡装置を提供する。
【解決手段】実施形態に係る医用画像処理装置は、複数
時相について撮影された、薬剤の投与によって生体組織
の蛍光領域を所定期間蛍光させた、生体組織の内視鏡画
像を入力する第１入力部と、前記生体組織に対応するボ
リュームデータを入力する第２入力部と、前記内視鏡画
像と前記ボリュームデータとの位置合わせを行って、前
記複数時相それぞれにおける前記蛍光領域を、前記ボリ
ュームデータに累積的にマッピングする合成部と、を備
える。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数時相について撮影された、薬剤の投与によって生体組織の蛍光領域を所定期間蛍光
させた、生体組織の内視鏡画像を入力する第１入力部と、
　前記生体組織に対応するボリュームデータを入力する第２入力部と、
　前記内視鏡画像と前記ボリュームデータとの位置合わせを行って、前記複数時相それぞ
れにおける前記蛍光領域を、前記ボリュームデータに累積的にマッピングする合成部と、
　を備える医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記第１入力部は、
　前記複数時相の複数の位置または複数の方向からの前記内視鏡画像を入力し、
　前記合成部は、
　前記複数時相のそれぞれに対応する前記蛍光領域を、それぞれ対応する前記ボリューム
データにマッピングする
　請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記ボリュームデータにおいてレンダリング処理が施されたボリューム画像を表示する
ディスプレイを、さらに備え、
　前記合成部は、
　前記蛍光領域が前記ボリューム画像上の他の生体組織と区別される態様で、前記ボリュ
ームデータにマッピングする
　請求項１または２に記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　前記内視鏡画像から、前記生体組織の蛍光領域を抽出する抽出部を、さらに備え、
　前記合成部は、
　抽出した前記蛍光領域を、前記ボリュームデータに累積的にマッピングする
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の医用画像処理装置。
【請求項５】
　前記抽出部は、
　前記内視鏡画像から、隣接する周囲の画素値との差分が第１の閾値以上の画素値の領域
であって、各画素の画素値自体が第２の閾値以上の画素値を有する領域を、前記蛍光領域
として抽出する
　請求項４に記載の医用画像処理装置。
【請求項６】
　前記合成部は、
　前記内視鏡画像を観察する視点からその内視鏡画像上の蛍光領域までのベクトルを前記
ボリュームデータ上で延長し、その延長した前記ベクトルと前記ボリュームデータの組織
表面と接触する位置に基づいて、前記蛍光領域をマッピングする
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の医用画像処理装置。
【請求項７】
　前記合成部は、
　前記蛍光領域の中心領域、または、前記蛍光領域を構成する各画素の中心画素を、前記
ボリュームデータにマッピングする
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の医用画像処理装置。
【請求項８】
　前記合成部は、
　前記内視鏡画像上における中心部分は前記ボリュームデータにマッピングしない一方、
前記中心部分以外の部分を前記ボリュームデータにマッピングする
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の医用画像処理装置。
【請求項９】
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　薬剤の投与によって生体組織の蛍光領域を所定期間蛍光させた白色光画像と、その蛍光
画像とを撮影する内視鏡と、前記内視鏡で撮影された前記白色光画像と前記蛍光画像とに
基づく内視鏡画像を入力する医用画像処理装置と、を備えた内視鏡装置であって、
　前記医用画像処理装置は、
　複数時相について撮影された前記内視鏡画像を入力する第１入力部と、
　前記生体組織に対応するボリュームデータを入力する第２入力部と、
　前記内視鏡画像と前記ボリュームデータとの位置合わせを行って、前記複数時相それぞ
れにおける前記蛍光領域を、前記ボリュームデータに累積的にマッピングする合成部と、
　を備える内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一態様としての本実施形態は、医用画像処理装置および内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、癌細胞を光らせて癌の領域を検出するスプレー式の蛍光試薬の研究が進められて
いる。例えば、外科手術時や内視鏡手術時または腹腔鏡手術時に癌と疑われる部分に蛍光
試薬をスプレーすることにより、癌の部位のみを数分間光らせることができ、癌の分布状
態や癌の進行を検出することができる。
【０００３】
　例えば、蛍光試薬を用いた内視鏡癌手術では、内視鏡の先端部から蛍光試薬を広範囲に
散布する。そして、癌が蛍光状態になるまで待機した後、内視鏡画像において蛍光領域を
確認する。術者は、内視鏡画像における蛍光領域を癌の部位と判断し、その蛍光領域を切
除する。
【０００４】
　一方、癌の部位が蛍光試薬によって蛍光している時間は限られている。そのため、術者
は、限られた蛍光時間内に手技を行う必要があり、手技自体を優先せざるを得ない。その
結果、癌の部位よりも広い範囲の分布状態を把握することが疎かになりがちである。
【０００５】
　また、複数の癌の部位が存在するような場合には、術者は先に発見した癌の部位の切除
を先に行う傾向があり、複数の癌の部位に対する処置の優先順位の策定が疎かになってし
まう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開２０１２／１３２７９０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、蛍光試薬による蛍光状態が限られた時間であっても
、癌の分布状態を把握し、切除する癌の部位の優先順位を策定することができる医用画像
処理装置および内視鏡装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の医用画像処理装置は、上述した課題を解決するために、複数時相について撮
影された、薬剤の投与によって生体組織の蛍光領域を所定期間蛍光させた、生体組織の内
視鏡画像を入力する第１入力部と、前記生体組織に対応するボリュームデータを入力する
第２入力部と、前記内視鏡画像と前記ボリュームデータとの位置合わせを行って、前記複
数時相それぞれにおける前記蛍光領域を、前記ボリュームデータに累積的にマッピングす
る合成部と、を備える。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態の内視鏡装置を示す構成例を示す図。
【図２】処理回路がプログラムを実行することにより実現する各機能を、より詳細に示し
た機能ブロック図。
【図３】実施形態の内視鏡装置の動作を示すフローチャート。
【図４】術者が位置合わせの操作を行う際、ディスプレイに表示される内視鏡表示画面と
、合成画像表示画面とを示した説明図。
【図５】処理回路が、内視鏡画像の蛍光領域を、同一被検体のボリュームデータに累積的
にマッピングして、ボリューム画像を表示させる概念を示した説明図。
【図６】内視鏡の先端部が移動して内視鏡画像が変化する場合でも、ボリューム画像が内
視鏡画像の変化にリアルタイムで追従する概念を示した説明図。
【図７】蛍光領域をボリュームデータにマッピングする際に、考えられるマッピングの具
体例を示した説明図。
【図８】視線方向に対して平行に近い視線ベクトルは、誤差を生じる可能性があることを
示した説明図。
【図９】内視鏡範囲を構成する内視鏡画像の中心部分に、マッピングをしない範囲を示す
マスク領域を設定する概念を示した説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　実施形態に係る医用画像処理装置について、添付図面を参照して説明する。
【００１１】
　なお、実施形態の医用画像処理装置は、内視鏡装置の構成に含まれるため、以下では、
内視鏡装置について説明する。
【００１２】
　図１は、実施形態の内視鏡装置１００を示す構成例を示す図である。
【００１３】
　内視鏡装置１００は、内視鏡１１０、医用画像管理装置２００およびセンスコイル装置
３００を備えている。
【００１４】
　内視鏡１１０は、挿入部１２０と先端部１３０とを備えている。挿入部１２０は、被検
体の体内に挿入される細長い部材である。先端部１３０は、挿入部１２０の先端に設けら
れた部材であって、観察対象の生体組織の画像情報を取得するための各種の撮影光学系部
材が設けられている。
【００１５】
　先端部１３０は、例えば、ライトガイド照明窓１３１、鉗子口１３３、ライトガイド照
明窓１３５、対物レンズ１３７および内蔵するソースコイル１３９を備えている。
【００１６】
　ライトガイド照明窓１３１とライトガイド照明窓１３５は、被検体の体内を照らす照明
を構成する。ライトガイド照明窓１３１とライトガイド照明窓１３５は、挿入部１２０に
それぞれライトガイドを有し、図示しない光源から各種レンズやフィルタを介して白色光
や励起光が入射され、それぞれ被検体の体内の観察対象に対して照射する。
【００１７】
　鉗子口１３３は、例えば、癌の部位を切除するための鉗子を出し入れするための開口部
である。鉗子口１３３は、被検体の体内の生体組織の採取や異物回収の際に鉗子を出し入
れするだけでなく、粘液などの吸引を行うこともできる。また、本実施形態では、鉗子口
１３３は、被検体の癌と疑われる領域に、蛍光試薬をスプレーするようになっている。
【００１８】
　対物レンズ１３７は、被検体の体内の臓器の状態をカラー映像で集光するようになって
いる。先端部１３０は、対物レンズ１３７によって集光された光のうち、白色光と蛍光と
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に分けて、白色光による白色光画像情報と、蛍光による蛍光画像情報とを、それぞれ取得
する。
【００１９】
　ソースコイル１３９とセンスコイル装置３００とで位置センサを構成する。ソースコイ
ル１３９は、磁場を発生する。
【００２０】
　一方、センスコイル装置３００は、先端部１３９に設けられているソースコイル１３９
から発信される磁場をアンテナで受信することによって、先端部１３０の位置と、先端部
１３０の向き（即ち、方向）を検出する。センスコイル装置３００で検出された先端部１
３０の位置と方向は、医用画像処理装置２００に入力される。
【００２１】
　医用画像処理装置２００は、処理回路２１０、入力回路２２０、ディスプレイ２３０、
記憶回路２４０、画像記憶回路２５０および内部バス２６０を備えている。
【００２２】
　処理回路２１０は、プログラムをメモリ（記憶回路２４０）から読み出し、実行するこ
とにより、プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである。具体的には、処理回
路２１０（プロセッサ）は、読み出したプログラムを実行することによって、検出機能Ｄ
Ｔ、第１入力機能２１２、第２入力機能２１９、抽出機能２１４、位置合わせ機能２１６
及び合成機能２１８を、実現する。
【００２３】
　なお、第１入力機能２１２、第２入力機能２１９及び抽出機能２１４は、特許請求の範
囲の第１入力部、第２入力部、抽出部の具体例である。位置合わせ機能２１６及び合成機
能２１８は、特許請求の範囲の合成部の具体例である。
【００２４】
　検出機能ＤＴ、第１入力機能２１２、第２入力機能２１９、抽出機能２１４、位置合わ
せ機能２１６及び合成機能２１８の各機能の詳細については、後述する。
【００２５】
　ここで、「プロセッサ」という文言は、例えば、専用又は汎用のＣＰＵ（Central Proc
essing Unit）、或いは、特定用途向け集積回路（Application Specific Integrated Cir
cuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバ
イス（Simple Programmable Logic Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイ
ス（Complex Programmable Logic Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブル
ゲートアレイ（Field Programmable Gate Array：ＦＰＧＡ）などの回路を意味する。
【００２６】
　プロセッサは、メモリに保存された、もしくはプロセッサの回路内に直接組み込まれた
プログラムを読み出し、実行することで各機能を実現する。プロセッサが複数設けられ場
合、プログラムを記憶するメモリは、プロセッサごとに個別に設けられるものであっても
構わないし、或いは、図１の記憶回路２４０が各プロセッサの機能に対応するプログラム
を記憶するものであっても構わない。
【００２７】
　入力回路２２０は、医師や検査技師などの操作者（術者のことである。）によって操作
が可能なポインティングデバイス（マウスなど）やキーボードなどの入力デバイスからの
信号を入力する回路であり、ここでは入力デバイス自体も入力回路２２０に含まれるもの
とする。この場合、操作に従った入力信号が、入力回路２２０から処理回路２１０に送ら
れる。また、入力回路２１０は、内視鏡１１０の操作部（図示せず）からの信号も入力す
ることができるようになっている。
【００２８】
　ディスプレイ２３０は、被検体の体内の観察対象を撮影した内視鏡画像を表示する機能
を備える表示装置である。ディスプレイ２３０は、図示しない画像合成回路、ＶＲＡＭ（
Video Random Access Memory）および画面等を含んでいる。画像合成回路は、画像データ
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に種々のパラメータの文字データ等を合成した合成データを生成する。ＶＲＡＭは、合成
データをディスプレイに展開する。ディスプレイ２３０は、液晶ディスプレイやＣＲＴ（
Cathode Ray Tube）等によって構成され、例えば、検出機能ＤＴで生成された内視鏡画像
や、被検体のボリュームデータにおいてレンダリング処理が施されたレンダリング画像（
以下、これをボリューム画像ともいう。）を表示することができる。
【００２９】
　記憶回路２４０は、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）及
びＨＤＤ（Hard Disk Drive）等を含む記憶装置により構成されている。記憶回路２４０
は、ＩＰＬ（Initial Program Loading）、ＢＩＯＳ（Basic Input／Output System）及
びデータを記憶したり、処理回路２１０のワークメモリとして使用されたり、または、デ
ータを一時的に記憶する場合に用いられる。ＨＤＤは、医用画像処理装置２００にインス
トールされたプログラム（アプリケーションプログラムの他、ＯＳ（Operating System）
等も含まれる。）やデータを記憶する記憶装置である。また、医師や検査技師などの操作
者に対するディスプレイ２３０への情報の表示にグラフィックを多用し、基礎的な操作を
入力回路２２０によって行なうことができるＧＵＩ（Graphical User Interface）を、Ｏ
Ｓに提供することもできる。また、記憶回路２４０は、被検体のボリュームデータを記憶
する。
【００３０】
　画像記憶回路２５０は、例えば、被検体のボリュームデータに蛍光領域をマッピングし
た合成ボリュームデータを記憶するようになっている。画像記憶回路２５０は、例えば、
ＲＯＭ、ＲＡＭ及びＨＤＤ等を含む記憶回路によって構成される。画像記憶回路２５０は
、被検体の合成ボリュームデータを３次元データとして記憶する。そして、例えば、合成
ボリュームデータにおいてレンダリング処理が施された被検体の観察対象の３次元画像（
上述したボリューム画像のことである。）が、ディスプレイ２３０に表示される。
【００３１】
　内部バス２６０は、処理回路２１０によって医用画像処理装置２００が統括制御される
ように、各構成要素に接続されている。内部バス２６０は、例えば、医用画像処理装置２
００内で、データや信号を伝達するための回路により構成される。
【００３２】
　図２は、処理回路２１０がプログラムを実行することにより実現する各機能を、より詳
細に示した機能ブロック図である。以下、図２を用いて、各機能を順に説明する。
【００３３】
　図２に示すように、検出機能ＤＴは、蛍光画像生成機能２１１、蛍光領域検出機能２１
３、白色画像生成機能２１５および内視鏡画像生成機能２１７を備えている。
【００３４】
　蛍光画像生成機能２１１は、内視鏡１１０から入力される画像信号から蛍光画像を生成
する。撮影対象部位に癌の部位が存在する場合、蛍光試薬の散布により、所定の期間だけ
、癌の部位から蛍光が発光される。したがって、蛍光画像には、所定の期間だけ癌の部位
が抽出されることになる。
【００３５】
　蛍光領域検出機能２１３は、蛍光画像生成機能２１１において生成された蛍光画像から
、所定の処理条件により蛍光領域を検出し、検出画像を生成する。検出画像は、蛍光画像
の画素値に対して所定の閾値判定を行い、画素値が所定の閾値以上となる領域を、蛍光領
域（即ち、癌の部位の領域）として検出した２値化画像である。
【００３６】
　白色画像生成機能２１５は、内視鏡１１０から入力される画像信号から白色光画像を生
成する。内視鏡画像生成機能２１７は、白色画像生成機能２１５によって生成された白色
光画像に、蛍光領域検出機能２１３によって生成された検出画像を重畳して、内視鏡画像
を生成する。内視鏡画像は、白色光画像のみで構成することもできるが、以下の説明では
、白色光画像と検出画像とが重畳された画像を、内視鏡画像と呼ぶものとする。
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【００３７】
　なお、白色光画像とは、薬剤の投与によって生体組織の蛍光領域を所定期間蛍光させた
白色光の画像のことであり、また、白色光とは、可視光線の全ての波長の光が均等に混ざ
った光であって、色合いの感覚を与えない光のことである。
【００３８】
　内視鏡画像生成機能２１７は、生成した内視鏡画像をディスプレイ２３０の内視鏡表示
画面２３１に表示させるとともに、その生成した内視鏡画像を入力機能２１２に出力する
。
【００３９】
　第１入力機能２１２は、複数時相について撮影された、薬剤の投与によって生体組織の
蛍光領域を所定期間蛍光させた、生体組織の内視鏡画像を入力する。即ち、第１入力機能
２１２は、内視鏡画像生成機能２１７から入力された内視鏡画像を、抽出機能２１４と位
置合わせ機能２１６とに出力する。なお、第１入力機能２１２は、検出画像と白色画像と
が重畳された内視鏡画像に換えて、検出画像と白色光画像とをそれぞれ別個に入力するこ
ともできる。この場合、第１入力機能２１２は、検出画像を抽出機能２１４に出力する一
方、白色光画像を位置合わせ機能２１６出力する。
【００４０】
　抽出機能２１４は、入力された内視鏡画像内（或いは検出画像内）の蛍光領域を抽出す
る。
【００４１】
　第２入力機能２１９は、生体組織に対応するボリュームデータを入力する。例えば、第
２入力機能２１９は、記憶回路２４０からボリュームデータを取得して、そのボリューム
データを位置合わせ機能２１６に出力する。
【００４２】
　位置合わせ機能２１６は、第１入力機能２１２から入力された内視鏡画像と、第２入力
機能２１９から入力されたボリュームデータとの位置合わせを行う。より具体的には、内
視鏡画像と、ボリュームレンダリングしたボリューム画像との位置合わせを行う。
【００４３】
　例えば、術者は、内視鏡表示画面２３１に表示された内視鏡画像と、ボリュームデータ
のボリューム画像とを見比べて、手動で位置合わせを行うことができる。例えば、位置合
わせ機能２１６は、術者の操作によって設定されるボリュームデータのレンダリング情報
（例えば、レンダリング処理のために視点位置や視線方向に関する情報）に基づいて、ボ
リューム画像を生成する。術者は、このボリューム画像と内視鏡画像とが合致するように
、レンダリング情報を手動で設定する。
【００４４】
　一方、位置合わせ機能２１６は、内視鏡１１０の先端部１３０の位置情報と方向情報と
をセンスコイル装置３００から取得することができる。したがって、一旦、位置合わせが
完了すると、その後は、内視鏡１１０の先端部１３０が移動しても、内視鏡１１０の先端
部１３０の位置と方向の変化に応じて、レンダリング情報を更新することにより、内視鏡
画像とボリューム画像とを連動させることができる。また、内視鏡１１０の先端部１３０
が移動しても、ボリュームデータと内視鏡１１０の先端部１３０との空間的な位置関係を
継続的に特定することができる。
【００４５】
　なお、被検体のボリュームデータ中の管状構造物の３次元的な構造と、内視鏡１１０の
先端部１３０の通過軌跡のマッチングにより自動的に画像の位置合わせを設定することが
できる場合には、手動ではなく自動でボリューム画像の位置合わせを設定するようにして
もよい。
【００４６】
　合成機能２１８は、複数時相それぞれにおける蛍光領域を、ボリュームデータに累積的
にマッピングする。例えば、合成機能２１８は、被検体のボリュームデータに、抽出機能
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２１４により抽出した蛍光領域を累積的にマッピングする。ここで、「累積的にマッピン
グする」とは、時間経過に伴う蛍光の消滅によって、当初あった蛍光領域が消えた場合で
あっても、その蛍光領域がボリュームデータ内で保持されるように蛍光領域をボリューム
データ内に配置することである。なお、以下では、蛍光領域が累積的にマッピングされた
ボリュームデータを、合成ボリュームデータと呼ぶ。
【００４７】
　また、合成機能２１８は、複数時相それぞれにおける蛍光領域を、ボリュームデータに
マッピングする。この場合、合成機能２１８は、時間経過に伴う蛍光の消滅を、複数時相
それぞれにおける蛍光領域として、マッピングすることができる。
【００４８】
　合成機能２１８は、合成ボリュームデータを画像記憶回路２５０に記憶させるとともに
、その合成ボリュームデータに対してレンダリング処理を施して、合成ボリュームデータ
のボリューム画像を、ディスプレイ２３０の合成画像表示画面２３３に表示させることが
できる。
【００４９】
　なお、処理回路２１０は、検出機能ＤＴ、第１入力機能２１２、第２入力機能２１９、
抽出機能２１４、位置合わせ機能２１６および合成機能２１８をリアルタイムに実行する
ことができるので、内視鏡表示画面２３１に内視鏡画像を表示させるとともに、合成画像
表示画面２３３に合成ボリュームデータに基づくボリューム画像を、同時に表示させるこ
とができる。
【００５０】
　続いて、図３に示すフローチャートを用いて、実施形態の内視鏡装置１００の動作をさ
らに詳しく説明する。
【００５１】
　最初に、医用画像処理装置２００の処理回路２１０は、センスコイル装置３００から、
内視鏡１１０の先端部１３０の位置情報と方向情報とを取得するとともに、検出機能ＤＴ
によって生成された内視鏡画像を、第１入力機能２１２によって、抽出機能２１４と位置
合わせ機能２１６とに入力する（ステップＳ００１）。
【００５２】
　次に、処理回路２１０は、第２入力機能２１９によって、記憶回路２４０から被検体の
ボリュームデータを取得して、位置合わせ機能２１６に入力する（ステップＳ００３）。
なお、取得するボリュームデータは、例えば、Ｘ線ＣＴ（Computed Tomography）装置で
事前に撮影された同一被検体のボリュームデータとする。
【００５３】
　術者は、内視鏡表示画面２３１に表示された内視鏡画像と、ボリュームデータをレンダ
リング処理が施されたボリューム画像とを見比べて、レンダリングの視点や視線方向等の
レンダリング情報を変えながら、手動で位置合わせの操作を行う。処理回路２１０の位置
合わせ機能２１６は、術者によって設定されたレンダリング情報に基づいて、内視鏡画像
とボリュームデータのボリューム画像の位置合わせをする（ステップＳ００５）。
【００５４】
　図４は、術者が位置合わせの操作を行う際、ディスプレイ２３０に表示される内視鏡表
示画面２３１と、合成画像表示画面２３３とを示した説明図である。
【００５５】
　図４に示すように、図４（ａ）では、ディスプレイ２３０の内視鏡表示画面２３１に、
内視鏡画像が表示されている。なお、術者が位置合わせの操作を行う際は、蛍光領域が表
示されている必要はないため、白色画像生成機能２１５で生成された白色光画像を表示さ
せてもよい。一方、図４（ｂ）では、ディスプレイ２３０の合成画像表示画面２３３に、
同一被検体のボリューム画像が表示されている。
【００５６】
　図４（ｂ）の内視鏡範囲ＥＲは、内視鏡表示画面２３１に表示された内視鏡画像の範囲
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を示している。術者は、入力回路２２０を操作することにより、合成画像表示画面２３３
のボリューム画像の表示される位置や方向を変更することができるので、内視鏡表示画面
２３１の内視鏡画像と、ボリューム画像の位置合わせを行うことができる。
【００５７】
　なお、位置合わせが実行されると、処理回路２１０は、内視鏡１１０の先端部１３０の
移動に伴って、合成画像表示画面２３３のボリューム画像の位置や向きを変化させること
ができる。つまり、処理回路２１０は、内視鏡表示画面２３１の内視鏡画像の変化に追従
させて、ボリューム画像の位置や向きを変化させることができる。
【００５８】
　処理回路２１０の蛍光領域検出機能２１３は、蛍光画像から蛍光領域を検出して検出画
像を生成する。または、処理回路２１０の抽出機能２１４は、白色光画像と検出画像とが
重畳された内視鏡画像から蛍光領域を抽出する（ステップＳ００７）。
【００５９】
　なお、ステップＳ００７の処理は、蛍光試薬を内視鏡１１０の先端部１３０から散布し
た後、所定の期間だけ待機した後に行われる。ここで、所定の期間とは、癌の部位が存在
した場合、蛍光試薬によって癌の部位から蛍光が発生する（即ち、癌の部位が蛍光状態と
なる）までの期間である。
【００６０】
　処理回路２１０の蛍光領域検出機能２１３は、例えば、蛍光画像から、隣接する周囲の
画素値との差分が第１の閾値以上の画素値の領域であって、各画素値自体が第２の閾値以
上の画素値を有する領域を、蛍光領域として検出する。この場合、蛍光領域検出機能２１
３は、画素値に対して第１の閾値を設けることにより、第１の判定を行うことができると
共に、画素値に対して第２の閾値を設けることにより、第２の判定を行うことができる。
また、第１の閾値および第２の閾値を設けて、第１の判定および第２の判定を行う機能は
、抽出機能２１４に設け、内視鏡画像から蛍光領域を抽出するようにしてもよい。
【００６１】
　処理回路２１０の合成機能２１８は、抽出機能２１４によって抽出した蛍光領域を、被
検体のボリュームデータに累積的にマッピングする（ステップＳ００９）。これにより、
処理回路２１０は、合成ボリュームデータのボリューム画像を、合成画像表示画面２３３
に表示させることができる。
【００６２】
　図５は、処理回路２１０が、内視鏡画像の蛍光領域を、同一被検体のボリュームデータ
に累積的にマッピングして、ボリューム画像を表示させる概念を示した説明図である。
【００６３】
　図５に示すように、図５（ａ）では、ディスプレイ２３０の内視鏡表示画面２３１に、
検出された蛍光領域ＦＥ１、ＦＥ３と、白色光画像とが重畳された内視鏡画像が表示され
ている。図５（ａ）は、蛍光領域ＦＥ１、ＦＥ３が、内視鏡１１０の視野内に在る状態、
即ち、蛍光領域ＦＥ１、ＦＥ３がフレームインの状態を示す図である。
【００６４】
　図５（ｂ）は、抽出した蛍光領域ＦＥ１、ＦＥ３などの蛍光領域を合成機能２１８によ
りボリュームデータに累積的にマッピングし、レンダリング処理が施されたボリューム画
像を示している。ここで、図５（ｂ）において、蛍光領域ＦＥ１、ＦＥ３は、図５（ａ）
と同一の蛍光領域を示している。
【００６５】
　一方、蛍光領域ＦＥ４は、内視鏡１１０の先端部１３０の移動に伴い、内視鏡範囲ＥＲ
からフレームアウトした蛍光領域を示している。即ち、蛍光領域ＦＥ４は、過去のある時
点では、内視鏡１１０の視野内にあったものの、現時点では内視鏡１１０の視野外になっ
てしまった蛍光領域である。本実施形態では、蛍光領域が累積的にボリュームデータにマ
ッピングされる。したがって、本実施形態では、内視鏡範囲ＥＲからフレームアウトした
場合でも、蛍光領域ＦＥ４をボリュームデータに継続的にマッピングすることができる。
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【００６６】
　また、蛍光領域ＦＥ５は、現在の内視鏡範囲ＥＲでは死角になっているため、内視鏡表
示画面２３１の内視鏡画像には映っていないが、過去に内視鏡範囲ＥＲに存在していた蛍
光領域である。そのため、本実施形態では、現在の内視鏡範囲ＥＲでは死角として見えな
くなっている蛍光領域ＦＥ５であっても、ボリュームデータ上に継続的にマッピングする
ことができる。
【００６７】
　また、蛍光領域ＦＥ６は、薬剤の投与による蛍光は有限時間であるため、時間の経過に
よりすでに発光しなくなった領域である。本実施形態では、蛍光状態が終了した蛍光領域
ＦＥ６であっても、ボリュームデータ上に継続的にマッピングすることができる。
【００６８】
　なお、処理回路２１０の蛍光領域検出機能２１３や抽出機能２１４は、２値化画像であ
る検出画像から蛍光領域を抽出するため、蛍光領域ＦＥ６がボリューム画像上の他の生体
組織と区別される態様で、ボリュームデータにマッピングすることができる。
【００６９】
　本実施形態では、処理回路２１０は、抽出した蛍光領域をマッピングするとともに、内
視鏡１１０の先端部１３０の移動に伴い、内視鏡表示画面２３１の内視鏡画像の変化に追
従しながらマッピングすることができるので、合成画像表示画面２３３のボリューム画像
の位置や向きを変化させることができる。即ち、処理回路２１０は、複数時相それぞれに
おける蛍光領域を、ボリュームデータにマッピングすることができる。
【００７０】
　図６は、内視鏡１１０の先端部１３０が移動して内視鏡画像が変化する場合でも、ボリ
ューム画像が内視鏡画像の変化にリアルタイムで追従する概念を示した説明図である。
【００７１】
　図６（ａ）は、内視鏡１１０の先端部１３０の移動に伴って、図５（ａ）で示した蛍光
領域ＦＥ１、ＦＥ３の位置が変化すると共に、内視鏡画像に蛍光領域ＦＥ２が新たに表示
されてくる様子を示している。蛍光領域ＦＥ２は、内視鏡１１０の先端部１３０の移動に
より現れた蛍光領域であり、例えば、組織の裏側や内壁の段差などによって現れ、処理回
路２１０は、蛍光領域を３次元的に抽出することができる。
【００７２】
　図６（ｂ）では、図５（ｂ）で示した蛍光領域ＦＥ１、ＦＥ２、ＦＥ３や領域ＦＥ６が
、内視鏡１１０の先端部１３０の移動に伴って、ボリューム画像がリアルタイムに追従す
る概念を示している。図６（ｂ）においても、処理回路２１０は、抽出した蛍光領域ＦＥ
１、ＦＥ２、ＦＥ３などの蛍光領域を、合成機能２１８によりボリュームデータに累積的
にマッピングすることを示している。
【００７３】
　内視鏡装置１００は、内視鏡１１０の検査を終了するか否かを待ち受けており（ステッ
プＳ０１１）、終了しない場合には（ステップＳ０１１のＮＯ）、内視鏡１１０の先端部
１３０の移動に伴って、内視鏡画像から蛍光領域を継続的に抽出する（ステップＳ００７
）。
【００７４】
　この場合、処理回路２１０は、複数時相の複数の位置または複数の方向から撮影した、
内視鏡１１０の先端部１３０による内視鏡画像が入力され、その複数の内視鏡画像から、
複数時相のそれぞれに対応する蛍光領域を抽出して、複数時相のそれぞれに対応する蛍光
領域を、それぞれ対応するボリュームデータにマッピングする。
【００７５】
　これにより、処理回路２１０は、内視鏡画像における蛍光領域を、相対的な位置関係を
保持しつつ、３次元的に抽出することができる。
【００７６】
　一方、内視鏡装置１００は、内視鏡１１０の検査を終了する場合は（ステップＳ０１１
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のＹＥＳ）、処理回路２１０は、内視鏡画像の蛍光領域をボリュームデータにマッピング
する処理を中止し、蛍光領域自動マッピング処理を終了する。
【００７７】
　以上説明したように、実施形態の内視鏡装置１００は、複数時相について撮影された、
薬剤の投与によって生体組織の蛍光領域を所定期間蛍光させた、生体組織の内視鏡画像を
入力するとともに、生体組織に対応するボリュームデータを入力する。内視鏡装置１００
は、内視鏡画像とボリュームデータとの位置合わせを行って、複数時相それぞれにおける
蛍光領域を、ボリュームデータに累積的にマッピングする。
【００７８】
　これにより、内視鏡装置１００の医用画像処理装置２００は、内視鏡１１０の先端部１
３０の移動に伴って、内視鏡画像の蛍光領域を抽出して、累積的にマッピングするととも
に、リアルタイムに追従したボリューム画像を表示することができる。
【００７９】
　本実施形態では、合成画像表示画面２３３を表示するディスプレイ２３０を備えている
ため、処理回路２１０の合成機能２１８は、マッピングした蛍光領域が、ボリューム画像
上で継続的に蛍光するように、ディスプレイ２３０に表示させることができる。
【００８０】
　これにより、本実施形態は、蛍光試薬による蛍光状態が限られた時間であっても、癌の
分布状態を把握し、切除する癌の部位の優先順位を策定することができる。
【００８１】
　また、本実施形態の内視鏡装置１００を、術前だけでなく術後にも適用することにより
、切除すべき癌の部位が適切に処置されたか否かを確認することができる。例えば、術後
において、被検体における切除すべき癌の部位に蛍光試薬をスプレーし、合成ボリューム
データのボリューム画像に蛍光領域が存在する場合には、癌の未切除や転移が考えられ、
再手術の検討を行うことができる。
【００８２】
　また、実施形態では、処理回路２１０の合成機能２１８は、抽出機能２１４によって抽
出した蛍光領域を、ボリュームデータにマッピングするようになっていた。
【００８３】
　この場合、例えば、処理回路２１０の合成機能２１８は、内視鏡画像を観察する視点か
らその内視鏡画像上の蛍光領域までのベクトルをボリュームデータ上で延長し、その延長
したベクトルとボリュームデータの組織表面と接触する位置に基づいて、蛍光領域をマッ
ピングすることができる。
【００８４】
　図７は、蛍光領域をボリュームデータにマッピングする際に、考えられるマッピングの
具体例を示した説明図である。
【００８５】
　図７に示すように、例えば、２種類のマッピング方法が考えられる。図７（ａ）では、
抽出した蛍光領域ＦＥ７の中心領域ＣＥを、ボリュームデータ上の壁面にマッピングする
例を示している。また、図７（ｂ）では、蛍光領域ＦＥ７を構成する全ての画素において
、各画素の中心画素のそれぞれを、ボリュームデータ上の壁面にマッピングする例を示し
ている。なお、ボリュームデータ上の壁面とは、ボリュームデータ上の組織表面のことで
ある。
【００８６】
　図７(ａ)において、ボリュームデータにおける内視鏡範囲ＥＲは、内視鏡画像に相当す
る。また、内視鏡１１０の先端部１３０の中心を視点とした場合、内視鏡範囲ＥＲの中心
方向を視線方向と定義する。この場合、例えば、視点から内視鏡範囲ＥＲ上の所定の点ま
でを視線ベクトルとして、視点から蛍光領域ＦＥ７の中心領域ＣＥまでのベクトルを視線
ベクトルＬＳ１とする。
【００８７】
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　処理回路２１０は、内視鏡画像における蛍光領域ＦＥ７を、内視鏡範囲ＥＲの蛍光領域
ＦＥ７と判定し、視点から中心領域ＣＥまでの視線ベクトルＬＳ１をボリュームデータ上
でボリュームデータの壁面にぶつかるまで投影パスＰ１として延長して、蛍光領域ＦＥ７
の中心領域ＣＥのみをボリュームデータ上にマッピングしている。
【００８８】
　また、図７（ｂ）では、内視鏡画像における蛍光領域ＦＥ７において、蛍光領域ＦＥ７
を構成する全ての画素について、それぞれ中心画素の視線ベクトルを延長して、各画素の
中心画素をその画素ごとにボリュームデータの壁面にぶつかる投影パスＰ２、Ｐ３、Ｐ４
を算出する。これにより、処理回路２１０は、中心画素ごとにそれぞれボリュームデータ
にマッピングすることができる。
【００８９】
　図７（ａ）、図７（ｂ）のいずれのマッピング方法であっても、処理回路２１０の合成
機能２１８は、内視鏡１１０の先端部１３０が移動する度に、蛍光領域をリアルタイムに
マッピングすることができるので、隣合う画素を補完しながら蛍光領域をマッピングする
ことができる。
【００９０】
　なお、図７において、視線方向に対して平行に近い視線ベクトルは、ボリュームデータ
上で投影パスを生成した際に、マッピングする領域が拡大されてしまい、投影パスに誤差
を生じる可能性がある。
【００９１】
　図８は、視線方向に対して平行に近い視線ベクトルは、誤差を生じる可能性があること
を示した説明図である。
【００９２】
　図８に示すように、図８（ａ）では、視線ベクトルをボリュームデータの壁面にぶつか
るまで延長した投影パスＰ１の周辺壁面において、視線方向と壁面の角度によっては誤差
を生じる可能性があることを示している。また、図８（ｂ）では、内視鏡１１０の先端部
１３０の視点から遠い位置にある領域は、誤差を生じる可能性があることを示している。
【００９３】
　図８（ａ）の領域ＦＥ８について、例えば、壁面と視線方向のなす角を角度θＡとする
。図８（ａ）では、この角度θＡが小さいほど、視線ベクトルが視線方向に近づき、視線
方向に対して平行に近い状態になる。この場合、角度θＡが小さいほど、領域ＦＥ８は、
誤差を生じる可能性が高くなること示している。
【００９４】
　そこで、例えば、角度θＡが所定の角度θ１より小さい場合には、処理回路２１０は、
ボリュームデータ上に蛍光領域をマッピングしないようにしてもよい。
【００９５】
　一方、図８（ｂ）の領域ＦＥ９について、例えば、壁面と視線方向のなす角を角度θＢ
とする。図８（ｂ）では、この角度θＢが小さいほど、領域ＦＥ９は、視点から遠い位置
になる。また、視線ベクトルは視線方向に近づき、投影パスは、視線方向に対して平行に
近い状態になる。この場合、角度θＢが小さいほど、領域ＦＥ９は、誤差を生じる可能性
が高くなること示している。
【００９６】
　そこで、例えば、角度θＢが所定の角度θ２より小さい場合には、処理回路２１０は、
内視鏡範囲ＥＲにおいて、ボリュームデータ上に蛍光領域をマッピングしないようにマス
ク領域ＭＫを設定することができる。
【００９７】
　図９は、内視鏡範囲ＥＲを構成する内視鏡画像の中心部分に、マッピングをしない範囲
を示すマスク領域ＭＫを設定する概念を示した説明図である。
【００９８】
　図９に示すように、図９（ａ）では、内視鏡範囲ＥＲにマッピングをしない範囲を示す
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マスク領域ＭＫを設定し、処理回路２１０は、内視鏡画像においてマスク領域ＭＫ以外の
領域をボリュームデータ上にマッピングすることを示している。
【００９９】
　処理回路２１０の合成機能２１８は、マスク領域ＭＫを設定することによりマッピング
対象領域ＴＡを設定することができ、内視鏡範囲ＥＲの中心部分は、ボリュームデータに
おいてマッピングをしない一方、内視鏡範囲ＥＲの中心部分以外の部分を、ボリュームデ
ータにおいてマッピングすることができる。
【０１００】
　これにより、処理回路２１０は、誤差を生じやすい蛍光領域ＦＥ９のマッピングを回避
して、ボリュームデータ上でのマッピング精度を高めることができる。
【０１０１】
　図９（ｂ）は、マスク領域ＭＫ以外の領域をボリュームデータにマッピングする概念を
示している。
【０１０２】
　図９（ｂ）に示すように、処理回路２１０の合成機能２１８は、マスク領域ＭＫを設定
したことによって、誤解を生じる可能性のある領域ＦＥ１０へのマッピングを回避して、
マッピング領域ＭＡのみにマッピングすることを示している。
【０１０３】
　特に、図９（ｂ）では、領域ＦＥ１０が、内視鏡１１０の先端部１３０の視点から遠い
位置にあり、また、領域ＦＥ１０の壁面の形状も段差を生じていることが多い。領域ＦＥ
１０の壁面の形状に段差が含まれる場合には、蛍光領域をマッピングすると誤差の範囲が
より大きくなりやすい。
【０１０４】
　そのため、内視鏡範囲ＥＲを構成する内視鏡画像の中心部分にマッピングをしない範囲
を示すマスク領域ＭＫを設定することにより、合成ボリュームデータ上の誤差を取り除く
ことができるため、マッピング精度を高めることができる。
【０１０５】
　また、内視鏡１１０の先端部１３０は、被検体の体内で観察対象を移動して撮影するこ
とができるので、視線方向の中心部分をマスクしても、蛍光領域のマッピングは補完する
ことができる。
【０１０６】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、蛍光試薬による蛍光状態が限られ
た時間であっても、癌の分布状態を把握し、切除する癌の部位の優先順位を策定すること
ができる。
【０１０７】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、
その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々
の省略、置き換え、変更を行なうことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【０１０８】
１００…内視鏡装置
１１０…内視鏡
１３０…先端部
１３１、１３５…ライトガイド照明窓
１３９…ソースコイル
２００…医用画像処理装置
２１０…処理回路
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２１２…第１入力機能
２１４…抽出機能
２１６…位置合わせ機能
２１８…合成機能
２１９…第２入力機能
２３０…ディスプレイ
２３１…内視鏡表示画面
２３３…合成画像表示画面
２４０…記憶回路
２５０…画像記憶回路
３００…センスコイル装置
ＤＴ…検出機能

【図１】 【図２】
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